
様式第５号（教育実習実施計画に関する書類） 

教 育 実 習 等 実 施 計 画 

１ 教育実習等の内容及び成績評価等 

①  教育実習等の時期 

３年次の１０月～１２月または４年次の５月～７月を原則とする。個々の実習生の実習時期は、教育

実習校との調整により決定する。なお、今後の採用試験の実施時期の動向によっては、より柔軟な実施

の履修方法と履修時期の調整を可能とする。 

また「学校体験活動」の実施時期は、3年次 5月～3月および 4年次 4月～7月とし、個々の学生の希

望と受け入れ校の状況に応じて決定する。 

②  教育実習等の実習期間・総時間数 

教育実習Ⅰ：２週間（６０時間） 

教育実習Ⅱ：２週間（６０時間） 

 学校体験活動： １～２週間（３０～６０時間） 

③  実習校の確保の方法 

高等学校で実習を行う場合、大学が所在する京都府北部の高等学校に対し、事前に教育実習生の受

け入れ可否を確認する。その後、実習生の希望を考慮し、受け入れ校との面談を経て、実習校を決定す

る。実習生が母校での実習を希望する場合は、実習生自身が学校に連絡をとり、本学の教職課程運営委

員会を通じて依頼を行い、実習予定校を決定する。 

中学校教諭の免許状取得を希望する学生は、福知山市立の中学校または母校で実習を行う場合があ

る。本学の教職課程運営委員会が福知山市教育委員会と調整し、受け入れの可否を確認したうえで、実

習予定校を決定する。実習生は希望する学校を選択し、受け入れ校との面談を経て、最終的な実習校を

決定する。母校での実習を希望する場合は、実習生が学校に連絡をとり、本学の教職課程運営委員会を

通じて依頼を行い、実習予定校を決定する。 

学校体験活動を行う場合は、原則として、大学近隣の福知山市立の中学校で実施することとする。 

 

④ 実習内容 

教育実習を通して、教育者としての使命感を育み、学校教育の実際について体験的に理解を深める。

また、教育実践とその研究の基礎的能力・態度を修得することを目的として、以下のように実習を組み

立てている。 

・事前：実習校と学生が日程を調整し、実習開始の 1週間程度前までに事前打ち合わせを行う。また、

実習校の教育方針、組織、沿革、および所在地域の基本情報を把握しておく。 

・実習期間：実習の初日までに、実習校の教務主任・指導教諭と「教科実践目標、研究計画、指導方法、

人権教育、生徒会活動、課外活動等」についてのミーティングを行う。その内容に基づき、観察実習・

参加実習・教科実習・学級経営に加え、清掃、生活指導、課外活動等にも参加しながら、学習指導案の

作成や実習記録の取り方、生徒理解を含む教育の実際を学ぶ。 

・研究授業（授業実践）：学習指導案を作成し、指導教諭と内容を確認したうえで研究授業を実施する。

授業後は、教務主任や指導教諭の助言を受け、自らの授業を振り返る。 

・事後：実習期間を振り返り、達成できたことや今後の課題を整理し、在学中の修得目標を定める。 

 

「学校体験活動」については、実施校の担当教員の指示のもと、当該の学校における授業や部活動をは
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じめとする教育活動と校務に関する補助を中心に体験を行うことを基本とする。 

実施校の状況に応じて、集中的に実施する場合と、一定の期間にわたって週に１ないし 2日、1日あた

り数時間程度ずつ実施し、所定の時間数の体験活動を実施する場合も想定される。 

⑤ 実習生に対する指導の方法 

教育実習生ごとに、本学の教職専任教員 1 名を指導担当者として定める。指導担当の教職専任教員

は、実習校と連携し、学生と連絡を取りながら、教科指導や実習中の相談など、きめ細やかに対応す

る。研究授業に合わせて、原則として可能な範囲で、指導担当教員が研究授業を参観し、事後指導の参

考にする。 

学校体験活動については、指導担当教員が体験を実施する学校と連携し、活動内容等について検討

を行い、体験校の担当者の指示のもとで学校体験を行う。 

 

⑥ 実習の成績評価（評価の基準及び方法） 

 ※ 評価項目表、評価シート等がある場合は、本計画書に添付すること。 

教育実習の内容について、実習校の所在する地域の教育委員会指定の様式もしくは、本学様式の成績

評価表と実習中に実習生自身が記入する教育実習記録に基づいて、教職専任教員が総合的に評価する。 

学校体験活動については、各自に学校体験の記録を作成させ、記録および体験校の教員の意見に基づ 

いて教職専任教員が総合的に評価する。 

２ 事前及び事後の指導の内容等 

①  時期及び時間数 

事前指導は、「教育実習指導」として３年後期に３０時間で行う。必要に応じて、夏期休暇期間に集中

講義として指導を行う場合がある。また、事後指導は、「教職実践演習（中・高）」として、実習時期に

応じて、４年前期または後期に３０時間で行う。 

 

②  内容（具体的な指導項目） 

事前指導： 

教育実習の意義を学び、教育実習生の生活と役割に加え、教員が遵守すべき義務と責任、学級経営や

教育実習中に起こり得る諸問題への対応事例などを学ぶ。また、実習期間の学期における授業範囲を

把握し、授業研究と指導案の作成を行う。 

事後指導 

教育実習を通じて、自らの教育観や生徒・他の教諭の見方・考え方の変容を振り返る。また、教育現

場の課題とともに、自らが教員として働く際の課題を整理し、実習後の大学での学びに活かせるよう

確認する。 

＜具体的な指導項目＞ 

・事前指導 

• 教育実習の目的と意義 

• 教育実習生の役割の確認 

• 実習記録簿の書き方、授業研究案・指導案の作成 

• 学級経営や生徒指導についての現場の教諭からの学び 

• 人権倫理および安全に関する指導 
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・事後指導 

• 教育実習全般の振り返り 

• 報告書の作成および実習内容の発表 

• 実習校への成果報告 

③ 教育実習等におけるハラスメントの防止等に関する学生への指導（相談窓口の周知を含む）及び学内

の相談体制等について 

 

  学生向けのハラスメント等に関する相談窓口の周知は各学期当初のオリエンテーションで行ってい

る。また相談対応の教員を両学部に配置している。教育実習生への指導は、本学の人権倫理委員会が

開催する「ハラスメント防止研修」の講習資料等を用いた指導を予定している。教育実習生について

は、教職専任教員のうち１名を相談窓口に指定し、随時、相談を受け付ける。 

 

３ 教育実習に関して連絡調整等を行う委員会・協議会等（以下「委員会等」という。） 

①  大学内の各学部・学科等との連絡調整を行う委員会等 

 

・ 委員会等の名称：教職課程運営委員会 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など）：委員長 1 名、委員 4名、事務 2名 

・ 委員会等の運営方法： 

年 2回(前期・後期)の定期委員会のほか、必要に応じて委員会を開催する。 

教育実習に関する事項を審議し、実習校の調整や決定も行うほか、実習生の指導担当教員を教職課程

専任教員から選任する。 

 

【委員会の組織図】 

 

福知山公立大学     教職専任教員--------教務係（事務担当） 

 

          （連絡調整） 

 

 実習校        学校長 ----- 教務主任 ------ 指導教諭 

 

 

② 大学外の関係機関（例：都道府県及び市区町村教育委員会など）との連絡調整等を行う委員会等 

（※学校体験活動を含む場合は、大学と学校との連携体制についても記載すること。） 

 

・ 委員会等の名称：教職課程運営委員会 

・ 委員会等の構成員（役職・人数など）：委員長 1 名、委員 4名、事務 2名 

・ 委員会等の運営方法： 

年 2回(前期・後期)の定期委員会のほか、必要に応じて委員会を開催する。 

教職課程運営委員会 
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教育実習に関する事項を審議し、実習校の調整や決定を行う。京都府教育委員会および本学の設置自

治体である福知山市の教育委員会と密に連携し、教育実習の円滑な実施と実施体制の見直し・改善

策を検討するほか、福知山市教育委員会とは学校体験活動の実施方法についても協議する。 

 

【委員会の組織図】 

 

福知山公立大学       教職専任教員--------教務係（事務担当） 

 

          （連絡調整）               （学校体験活動を含む連絡調整） 

 

 教育委員会     京都府教育委員会（中丹教育局等）  福知山市教育委員会 

 

 

４ 教育実習の受講資格 

 

教育実習の受講資格は以下の通りとする。 

実習を予定する学期の始まりまでに、教育実習事前指導および教育実習科目の受講申請を行った希

望者について、教職課程運営委員会が審議を行い、原則として、実習実施の時期に応じた以下の条件を

すべて満たす者について、教育実習の受講を認める。学校体験活動を実施する場合は、教育実習の受講

と合わせて計画をし、3年次の前学期または後学期の始まりまで受講申請を行うこととする。 

なお、情報学部情報学科の 3 年次および 4 年次に配当される卒業研究科目群の卒業研究科目の指導

教員と教育実習の実施計画に関する事前の打ち合わせを行うことが望ましい。 

 

３年次後期に実習を希望する場合 

３年次前期の終わりまでに以下の条件を満たすこと 

・３年次前期までに開講される「教育の基礎的理解に関する科目」の単位をすべて修得済であること。 

・「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」から８単位以上修

教職課程運営委員会 
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得済であること。 

・高校教諭一種免許状（情報）の希望者は、「情報科教育法科目」を１科目以上修得済であること。ま

た、情報科の専門的事項科目について、「情報と社会」を含み，５区分のうち４区分以上から，各区

分２単位以上、計１２単位以上修得していること。 

・中学校教諭一種免許状（数学）または高校教諭一種免許状（数学）の希望者は、「数学科教育法科目」

を２単位以上修得済であること。ただし、中学校教諭一種免許状（数学）取得希望者は数学科教育法

を４単位以上修得済であること。 

また、数学科の教科の専門的事項科目について、５区分のうち４区分以上から，各区分２単位以上、

計１４単位以上修得していること。 

 

４年次前期または後期に実習を希望する場合 

３年次後期までに以下の条件を満たすこと 

・「教育の基礎的理解に関する科目」の単位をすべて修得済であること。 

・「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」から８単位以上修

得済であること。ただし、中学校教諭一種免許状（数学）取得希望者は「道徳教育の指導法」を修得

済であること。 

・高校教諭一種免許状（情報）の希望者は「情報科教育法科目」４単位を修得済であること。また、情

報科の専門的事項科目について、各区分から１科目以上、計１６単位以上修得していること。「情報

科教育法科目」を４単位以上修得済であること。 

・中学校教諭一種免許状（数学）または高等学校教諭一種免許状（数学）の希望者は、「数学科教育法

科目」を４単位以上修得済であること。ただし、中学校教諭一種免許状（数学）取得希望者は「数学

科教育法科目」を６単位以上修得済であること。 

また、数学科の教科の専門的事項科目について、各区分から２単位以上、計１６単位以上修得してい

ること。 

 

５ 実習校 

教育 

実習 

体験 

活動 
学級数の合計 中学校 78 学級、高等学校 292学級 

〇 ✕ 学校名 京都府立綾部高等学校（京都府綾部市岡町長田 18） 学級数：28 生徒数：811 人 

教員数 78人  （内訳）教諭 61人、 助教諭 0人、 講師 10人、 養護教諭 3人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 4人 

〇 ✕ 学校名 京都府立園部高等学校（京都府南丹市園部町小桜町 97） 学級数：13 生徒数：347 人 

教員数 42人  （内訳）教諭 36人、 助教諭 0人、 講師 5人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人 

〇 ✕ 学校名 京都府立海洋高等学校（京都府宮津市上司 1567-1） 学級数：3 生徒数：230 人 

教員数 34人  （内訳）教諭 22人、 助教諭 0人、 講師 4人、 養護教諭 0人、 養護助教諭 1人、 栄養教諭 0人、実習教諭 7 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立亀岡高等学校（京都府亀岡市横町 23 番地） 学級数：21 生徒数：771 人 

教員数 59人  （内訳）教諭 53人、 助教諭 0人、 講師 2人、 養護教諭 2人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 2 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立宮津天橋高等学校（宮津学舎：京都府宮津市滝馬 23 加悦谷学舎：京都府与謝野郡与

謝野町字三河内 810） 学級数：21 生徒数：596 人 

教員数 63人  （内訳）教諭 57人、 助教諭 0人、 講師 4人、 養護教諭 2人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 0 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立工業高等学校（京都府福知山市石原上野 45） 学級数：15 生徒数：495 人 
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教員数 56人  （内訳）教諭 49人、 助教諭 0人、 講師 6人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 0 人 

〇 ✕ 学校名 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校（兵庫県丹波篠山市大熊 369） 学級数：12 生徒数：368人 

教員数 33人  （内訳）教諭 28人、 助教諭 0人、 講師 3人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 1 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立須知高等学校（京都府船井郡京丹波町豊田下川原 166-1） 学級数：8 生徒数：119 人 

教員数 31人  （内訳）教諭 25人、 助教諭 0人、 講師 3人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 2 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立清新高等学校（京都府京丹後市弥生町黒部 380） 学級数：10 生徒数：142人 

教員数 41人  （内訳）教諭 32人、 助教諭 0人、 講師 4人、 養護教諭 2人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 1 人、 

実習助手 2人 

〇 ✕ 学校名 京都府立西舞鶴高等学校（京都府舞鶴市字引土 145） 学級数：15 生徒数：579 人 

教員数 48人  （内訳）教諭 42人、 助教諭 0人、 講師 3人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 2 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立大江高等学校（京都府福知山市大江町金屋 578） 学級数：6 生徒数：138 人 

教員数 27人  （内訳）教諭 24人、 助教諭 0人、 講師 2人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 0 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立丹後緑風高等学校（網野学舎：京都府丹後市網野町網野 2820 番地 久美浜学舎：京都

府京丹後市久美浜町橋爪 65 番地） 学級数：15 生徒数：339 人 

教員数 60人  （内訳）教諭 52人、 助教諭 0人、 講師 3人、 養護教諭 2人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 3 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立東舞鶴高等学校（京都府舞鶴市泉源寺 766） 学級数：10 生徒数：321 人 

教員数 35人  （内訳）教諭 32人、 助教諭 0人、 講師 2人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 0 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立南丹高等学校（京都府亀岡市馬路町中嶋 1） 学級数：16 生徒数：382 人 

教員数 46人   

〇 ✕ 学校名 京都府立農芸高等学校（京都府南丹市園部町南大谷） 学級数：9 生徒数：166 人 

教員数 43人  （内訳）教諭 27人、 助教諭 0人、 講師 6人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 9 人 

〇 ✕ 学校名 兵庫県立柏原高等学校（兵庫県丹波市柏原町東奥 50） 学級数：15 生徒数：578 人 

教員数 41人  （内訳）教諭 34人、 助教諭 0人、 講師 5人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習助手 1 人 

〇 ✕ 学校名 兵庫県立八鹿高等学校（兵庫県養父市八鹿町九鹿 85） 学級数：15 生徒数：519 人 

教員数 36人  （内訳）教諭 33人、 助教諭 0人、 講師 3人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 1 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立福知山高等学校（京都府福知山市字土師 650） 学級数：21（付属中学校含む）  

生徒数：773 人（付属中学校含む） 

教員数 61人  （内訳）教諭 58人、 助教諭 0人、 講師 1人、 養護教諭 2人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 0 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立峰山高等学校（京都府京丹後市峰山古殿 1185） 学級数：15 生徒数：540 人 

教員数 48人  （内訳）教諭 42人、 助教諭 0人、 講師 5人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 0 人 

〇 ✕ 学校名 京都府立豊岡高等学校（京都府豊岡市京町 12 番 91 号） 学級数：15 生徒数：549 人 

教員数 42人  （内訳）教諭 38人、 助教諭 0人、 講師 0人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 0 人、 

実習助手 3人 

〇 ✕ 学校名 京都府立北桑田高等学校（京都府右京区京北下弓削町沢ノ奥 15） 学級数：9 生徒数：138 人 

教員数 38人  （内訳）教諭 24人、 助教諭 0人、 講師 8人、 養護教諭 1人、 養護助教諭 0人、 栄養教諭 0人、実習教諭 5 人 

〇 〇 教育委員会名 福知山市教育委員会 中学校：9校・78学級  
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